
（証券コード：5858）
2024年６月３日

株 主 各 位
大阪府八尾市山賀町六丁目82番地２

株式会社ＳＴＧ
代表取締役社長 佐藤 輝明

第42回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第42回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。
なお、本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネッ

ト上のウェブサイトに「第42回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項
を掲載しております。

・当社ウェブサイト https://www.stgroup.jp/ir/meeting/

電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しており
ますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、
銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/ＰＲ
情報」を順に選択のうえ、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
・東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができます

ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使用紙に賛
否をご表示いただき、2024年６月24日（月曜日）午後５時30分までに到着するよ
うご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2024年６月25日（火曜日）午後２時00分
2. 場 所 大阪府大阪市北区大深町三丁目１番 グランフロント大阪

北館 カンファレンスルームタワーＣ ８階 RoomC02
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図
をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 第42期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件

4. その他招集にあたっての決定事項
議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされ

たものとして取り扱わせていただきます。
以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。また、議事資料として本招集通知をご持参くださいますようお願い申し上あます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

― 2 ―

2024年05月20日 18時08分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



事 業 報 告
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済は、米欧の高金利・高インフレと中国の景気減速の下で
停滞感が強まる展開となりました。ロシア・ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の悪化、米
中摩擦等の地政学的緊張の高まり、中国経済の停滞、エネルギー価格の高止まりやインフレ
再燃などがリスク要因となり、世界経済の不透明感は一層高まっています。わが国経済は、
経済活動の正常化が進むなか、個人消費は物価上昇の影響を受けつつも、回復基調の動きが
見られました。さらに、インバウンド需要の拡大もあり国内景気を押し上げています。一
方、長期化する不安定な国際情勢は継続しており、これらによる資源価格の高騰、円安の影
響等から依然として先行きは不透明な状況であります。
このような状況のなか、当社グループは、成長スピードを加速させることを目指し、

2024年３月に東京証券取引所グロース市場への市場変更を果たしました。
世界のマグネシウム需要が急増期に入っており、当社グループにおいても、自動車関連の

部品受注が順調に推移しておりますことから、引き続き設備投資を積極的に行い、業容の拡
大に努めてまいります。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は5,242百万円（前年同期比11.9％増）、営業利

益は298百万円（同51.9％増）、経常利益は300百万円（同5.5％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益は198百万円（同3.4％増）となりました。
なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。
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（２）設備投資の状況
当連結会計年度に実施した設備投資の総額は334百万円であり、その主なものは次のとお

りであります。

当連結会計年度中に完成及び取得した主要な設備
静岡工場 ダイカストマシン 72,061千円
静岡工場 マシニングセンタ 18,387千円
タイ工場 ダイカストマシン 116,924千円
タイ工場 CNC加工機 45,016千円
マレーシア工場 工場改修 36,699千円

（３）資金調達の状況
当連結会計年度における資金調達につきましては、2024年３月21日をもって東京証券取

引所グロース市場に上場し、公募増資により、総額336百万円の資金調達を行いました。

（４）対処すべき課題
当社グループが対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

①資金調達の多様化
当社の資金調達は、特定投資家などからの出資及び金融機関からの借入に限定されており

ます。電気自動車等に代表される軽量化の波が大きく、当社の主力製品であるマグネシウム
ダイカストへの需要が盛り上がりを見せていることから、引き続き、積極的に設備投資を行
ってまいりたいと考えております。このため、資金調達の多様化を早急に図ることは今後の
成長戦略を描くうえで、喫緊の課題であります。

②社会的信用・知名度の向上
当社グループは最終製品を製造するメーカーから見て、２次下請けになることが多々あり

ます。国内でマグネシウムダイカストを扱うメーカーが非常に少数であるため、技術的にマ
グネシウムダイカストを利用したいメーカーはたくさんあると思われますが、信用力の面で
一中小企業であることが障壁になっていることがないとは言えない状態です。

③優秀な人材の確保
企業の成長には、人材は必須です。しかしながら、中小企業を取り巻く採用環境は非常に

厳しいものがあります。ものづくりをしたいと考えていただける人材に、当社グループを知
っていただきたいという想いが強くあります。
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④経営基盤の充実強化
経営基盤の充実強化には、ヒト・モノ・カネが欠かせません。また、コーポレート・ガバ

ナンスが十分に機能している組織、ステークホルダーに対する充実した情報開示、コンプラ
イアンスを徹底的に意識した経営など、当然にあるべき姿が根付くための体制の充実・持続
を図ってまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
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（５）財産及び損益の状況の推移

区 分 第 39 期
（2021年３月期）

第 40 期
（2022年３月期）

第 41 期
（2023年３月期）

第 42 期
（当連結会計年度）
（2024年３月期）

売 上 高 1,980,483 千円 3,501,336 千円 4,684,489 千円 5,242,833 千円

経 常 利 益
又 は 経 常 損 失 （△） △43,418 千円 156,024 千円 285,008 千円 300,756 千円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 75,017 千円 88,439 千円 191,523 千円 198,013 千円

１株当たり当期純利益 89.48 円 106.54 円 231.53 円 238.08 円

総 資 産 額 4,259,874 千円 4,140,583 千円 5,078,192 千円 5,891,553 千円

純 資 産 額 845,031 千円 913,150 千円 1,235,213 千円 1,706,339 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,007.91 円 1,103.91 円 1,493.00 円 1,745.95 円

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づ
き算出しております。

２．１株当たり純資産は、期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数に基づき算出しておりま
す。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第40期の期首から適
用しており、第40期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等
となっております。
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（６）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

三輝特殊技研（香港）有限公司 2,392,000 HKD 100 ％ 各種金属製品販売

深圳市参輝精密五金有限公司 8,000,000 RMB 三輝特殊技研（香港）
有限公司の100％子会社

各種金属製品
製造販売

SANKI EASTERN（THAILAND）
COMPANY LIMITED 70,000,000 THB 70 ％

（５ ％）
マグネシウム成型品

の製造販売
STX PRECISION（JB）SDN.
BHD. 12,730,000 MYR 100 ％ アルミニウム成型品

の製造販売
（注）当社の出資比率の（ ）内は、間接出資比率を内数で記載しています。

（７）主要な事業内容

事 業 主 要 製 品

マグネシウム成型品及びアルミニウム成型品の製造販
売等

高付加価値カメラ部品、プロジェクター部品、
自動車部品、監視カメラ部品等

（８）主要な事業所

名 称 所 在 地

生産拠点

大阪工場 大阪府八尾市山賀町六丁目82番地２

静岡工場 静岡県伊豆市上船原1400番地１

中国工場 深圳市宝安区松崗街道燕川社区第二工並区牛角路第８椋厂房101

タイ工場 113/4 Moo4, Nakhon Luang Industrial Estate,Tambol
Bangphrakru, Amphur Nakhonlung,Ayutthaya 13260, Thailand.

マレーシア工場 Lot 153（No. 17A）, Jalan Angkasa Mas 6, Kawasan
Perindustrian Tebrau II, 81100 Johor Bahru, Malaysia.

営業拠点 香港 中国香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心6樓604室
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（９）従業員の状況（2024年３月31日現在）
①企業集団の従業員数

従業員数（名） 前連結会計年度末増減（名）

659 54
（注）従業員数は就業員数であり、パートタイマー及び派遣社員は含んでおりません。

②当社の従業員の状況

従 業 員 数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

56 ３ 45.6 10.8

（注）従業員数は就業員数であり、パートタイマー及び派遣社員は含んでおりません。

（10）主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社紀陽銀行 720,248 千円

株式会社日本政策金融公庫 341,550

株式会社池田泉州銀行 313,512

株式会社南都銀行 200,000

株式会社山陰合同銀行 139,180

株式会社関西みらい銀行 81,663
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２．会社の株式に関する事項（2024年３月31日現在）
（１）発 行 可 能 株 式 総 数 3,047,200株
（２）発 行 済 株 式 の 総 数 977,200株（自己株式11,200株を除く）
（３）株 主 数 877名
（４）大 株 主

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

佐藤 輝明 204,000 20.88

楽天証券株式会社 68,900 7.05

佐藤 武幸 67,800 6.94

株式会社ＳＢＩ証券 44,200 4.52
ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
ＯＭＮＩＢＵＳ−ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ） 32,900 3.37

兼光 喜彦 30,000 3.07

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 28,000 2.87

森田 泰成 24,000 2.46

株式会社ＳＢＩネオトレード証券 20,200 2.07

眞下 充 19,000 1.94

（注）持株比率は、発行済株式総数から自己株式数（11,200株）を控除して算出しております。

（５）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項（2024年３月31日現在）
（１）会社役員が有する新株予約権のうち、職務執行の対価として交付されたものに関する事項

① 第１回新株予約権
・新株予約権の数

510個
・目的となる株式の種類及び数

普通株式 51,000株（新株予約権１個につき 100株）

上記新株予約権のうち当社役員の保有状況

回次（行使価額） 行 使 期 間 個 数 保有者数

取締役
（社外取締役を除く） 第１回（1,800円） 〜

2018
2026

年
年

４
４

月
月

２
１

日
日 200個 ２名

（２）当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等に関する
事項
該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の氏名等（2024年３月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

佐藤 輝明 代表取締役社長
・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事長
・SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED 代表取締役
・STX PRECISION（JB）SDN. BHD. 取締役

森田 泰成 専務取締役
製造本部長 ・SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED 取締役

林 忠德 専務取締役
・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事
・深圳市参輝精密五金有限公司 代表人
・SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED 取締役

白井 芳弘 常務取締役
管理本部長 ・STX PRECISION（JB）SDN. BHD. 取締役

佐々木 智一 取締役 ・佐々木化学薬品株式会社 代表取締役
・一般社団法人京都試作ネット 代表理事

鈴木 昭彦 取締役

・株式会社ネクストン 代表取締役
・株式会社フォルテック 代表取締役
・一般社団法人コンピューターソフトウェア倫理機構 理事長
・株式会社五健堂 社外監査役
・株式会社エスコーポレーション 代表取締役

髙橋 彰 常勤監査役 ・有限会社グリーン高橋園 取締役

大貫 篤志 監査役
・公認会計士大貫篤志事務所
・税理士法人Ｅ＆Ｍ 代表社員
・株式会社大空 代表取締役
・株式会社ＮＰＴ 取締役兼執行役員ＣＦＯ

髙安 錬太郎 監査役

・株式会社アール・アンド・カンパニー 代表取締役
・iRiek.株式会社 代表取締役
・税理士法人Wells Accounting 代表社員
・株式会社シキノハイテック 取締役
・株式会社ギークピクチュアズ 監査役
・株式会社テックオーシャン 監査役
・株式会社アイネクション 監査役

（注）１．取締役 佐々木智一氏及び取締役 鈴木昭彦氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員と
して届け出ております。

２．上記社外取締役が役員等を兼務する他の法人等と当社の間に特別な関係はありません。
３．監査役 髙橋彰氏、監査役 大貫篤志氏及び監査役 髙安錬太郎氏は、社外監査役であり、東京証券

取引所に独立役員として届け出ております。
４．上記社外監査役が役員等を兼務する他の法人等と当社の間に特別な関係はありません。
５．監査役 大貫篤志及び監査役 髙安錬太郎、両氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。
６. 常勤監査役 平井洋行氏は、2023年６月27日をもって、常勤監査役を退任いたしました。
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（２）責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第

１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間に、
会社法第423条第１項の責任について、法令が規定する額をもって当社に対する損害賠償責
任の限度とする責任限定契約を締結しております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することと
しております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役及び監査役等であ
り、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識
して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。

（４）取締役及び監査役の報酬等
当社は2022年６月８日開催の取締役会において、取締役の個人の報酬等の内容に係る決

定方針を決議しております。その決定方針の内容は次のとおりです。

① 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機
能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役員報酬に関する
内規に基づき、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具
体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督 機能を担う
社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

② 基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責などに応じて他社水準、
当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしま
す。基本報酬は、役員報酬に関する内規に基づき、取締役の個人別の報酬等については
取締役会にて決定し、固定報酬として毎月金銭により支給するものとしております。
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③ 業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映
した現金報酬とし、前年度の利益実績に応じて算出された額を当年度の月額報酬に按分
して支給することとしております。

④ 基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する決定に関す
る方針
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会
が有しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名
報酬委員会で審議を行い、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、
各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

⑤ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の実額の決定については、取締役会で定めた役員報酬に関する
内規に基づき、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬等の額の配分としております。
なお、業績連動報酬等は、算出された額を当年度の月額報酬に按分して支給することと
しております。

取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬等

取締役
（うち社外取締役）

65,802
（3,300）

65,802
（3,300）

−
（−）

６
（２）

監査役
（うち社外監査役）

13,650
（13,650）

13,650
（13,650）

−
（−）

４
（４）

合計
（うち社外役員）

79,452
（16,950）

79,452
（16,950）

−
（−）

10
（６）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2019年６月27日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議

されております。（使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。）当該定時株主総会終結時の取締役の
員数は６名（うち社外取締役は２名）であります。

３．監査役の報酬限度額は、2016年６月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内と決議
されております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は３名であります。

４．上記には、2023年６月27日開催の定時株主総会をもって任期満了となり退任した、社外監査役が１
名含まれています。
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（５）社外役員に関する事項

区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役 佐々木 智一

当事業年度開催の取締役会には、18回のうち18回出席し、素材・加工材
料等の大手卸売企業での経験及び経営者としての専門的見地から発言を行
っております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議
案審議等に必要な発言を適宜行っております。

社外取締役 鈴木 昭彦

当事業年度開催の取締役会には、18回のうち18回出席し、ＩＴビジネス
での豊富な企業経営経験及び経営者としての専門的見地から発言を行って
おります。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審
議等に必要な発言を適宜行っております。

社外監査役 髙橋 彰
社外監査役就任後開催の取締役会には、14回のうち14回出席し、監査役
会10回のうち10回出席し、議案審議に際し、疑問点について適宜質問を
行う等、監査機能を十分に発揮しております。

社外監査役 大貫 篤志

当事業年度開催の取締役会には、18回のうち18回出席し、監査役会 14
回のうち14回出席し、公認会計士としての専門的見地から発言を行って
おります。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で議案審
議等に必要な発言を適宜行っております。

社外監査役 髙安 錬太郎

当事業年度開催の取締役会には、18回のうち18回出席し、監査役会 14
回のうち14回出席し、公認会計士としての専門的見地に加え、証券会社
での勤務時に蓄積されたコーポレートガバナンスやコンプライアンスなど
の幅広い知見をもとに発言を行っております。また、業務執行を行う経営
陣から独立した客観的視点で議案審議等に必要な発言を適宜行っておりま
す。

（注）上記社外取締役及び社外監査役が役員等を兼務する他の法人等と当社の間に特別な関係はありません。
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５．会計監査人の状況
（１）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に

基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額となります。

（３）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 27,200千円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

30,200千円
③ 会計監査人の報酬に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、会計監査人から説明を受けた当該事業年度の会計監査計画の内容、
前年度の監査実績を監査報酬、会計監査人の監査の遂行状況、報酬の前提となる見積り
の算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。

（４）子会社の監査の状況
当社の重要な子会社のうち海外子会社３社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに

属しているErnst & Youngのメンバーファームの監査を受けております。

（５）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、新規

上場に関わるコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

（６）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず

れかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（１）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針を以下のとお
り定め、業務の適正を確保するための体制の整備に努めております。
① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a． 当社は、法令、定款等の遵守があらゆる企業活動の前提であるとの認識に立ち、当社

及び当社子会社の役員及び使用人がコンプライアンスに適った企業活動を実践するた
めに「企業行動指針」並びに「コンプライアンス規程」の遵守徹底を図る。コンプラ
イアンスを統括する機関として代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推
進委員会」及び「リスク管理委員会」を設置する他、コンプライアンスを統括する取
締役を定めて、コンプライアンスの推進及び徹底を図る。

b． 当社の従業員等は、コンプライアンス上の不正な事実を知った場合などには、速やか
に報告・相談を行う。当社は、報告者が一切の不利益を受けることがないことを保証
し、通常の報告経路以外に「内部通報制度」を設け、研修などを通じて、その設置趣
旨及び運用の徹底を図る。

c． 当社は「反社会的勢力対策規程」に基づき、反社会的勢力による不当要求行為に対し
毅然とした態度で対応し、取引その他一切の関係を持たない体制を整備することに努
めるとともに、コンプライアンス推進委員会などの機会を利用し、定期的に、その内
容の周知徹底を図る。また、大阪府企業防衛連合協議会に加盟していることから、大
阪府企業防衛連合協議会が開催する会議等に参加し、反社会的勢力に対する取組みや
対策等の情報収集を行う。

d． 代表取締役社長直轄である内部監査員は、その機能を強化し、内部統制システムの運
用状況及びそれが有効に機能していることを定期的な社内モニタリングにより確認し、
必要な場合には業務改善の指摘を行う。

e． 当社は、財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムの構築を行い、その仕組み
が適正に機能することを評価し、必要な場合には是正を行うと共に、金融商品取引法
及び関係法令等との適合性を確保する。

f． 当社は、環境や組織の変化に対応した統制活動の改善を行い、内部統制システムの整
備状況については、取締役会に定期的に報告する。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
a． 当社は業務上取り扱う情報について、「秘密情報管理規程」に基づき、厳格かつ適切に

保存・管理する体制を整備し運用する。
b． 個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳格かつ適切に保存・

管理する。
c． 取締役の職務執行に係る情報については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づ

き適正に作成、保存・管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a． 当社は、リスク・マネジメントを重視した経営を行う上で、リスク・マネジメントの

基本的事項を定め、効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」を制定し、主要
リスクの認識、リスクの種類に応じた管理を行い、予防的に可能な対策をできる限り
施すことを基本とする。

b． 当社は、「リスク管理委員会」において、各種リスク管理の方針等に関する審議等を行
い、重要な事項がある場合は取締役会において報告を行う。

c． 当社は、重大な事故、災害の発生など、緊急事態が発生した場合の管理体制を定めた
「防災管理規程」「防火管理規程」に則り、管理及び対策を行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a． 取締役の職務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「取締役

会規程」において、それぞれの責任者及びその責任、権限、執行手続きについて定め、
適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。

b． 取締役会は「取締役会規程」に則り、経営上の重要事項について協議・報告を行う。
また、経営上の重要課題に迅速に対応するため、常勤の役員は必要に応じてミーティ
ングを行い、重要事項に関して情報交換等を行う。

c． 当社は、取締役及び従業員が共有する全社目標として、経営方針に基づいた経営計画
を策定する。

d． 情報システムにより、適法、適正かつ迅速な財務報告を実現することに加え、これを
効率的に内部統制を進める手段として活用する。

e． 組織ごとに業務分掌を定め、個人の役割を明確にし、職務遂行のための公正な人事制
度を運用する。

f． 各部門は、業務執行プロセスの効率改善を上記の目標におりこみ、実行するとともに、
内部監査員が各部門の業務執行プロセスを監査し、監査結果を被監査部門に還元し、
その改善を行う。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a． 当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社各社の職務執行状況を管理するとと

もに、業務運営の適正を確保することに努める。
b． 子会社の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行う。
c． 子会社の取締役は、定期的に子会社の業務運営状況について報告するとともに、情報

共有・意思疎通を図り、親子会社間での適正な取引に努める。
d． 当社の内部監査員は、子会社の内部監査を定期的に行う。
e． 当社の関係部門は、子会社の業務運営について積極的に協力し、体制整備の指導を行

う。

⑥ 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

a． 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議
の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。

b． 当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役会の事前の同意を得るも
のとし、当該使用人の取締役からの独立を確保する。

⑦ 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する
体制

a． 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会そ
の他重要会議への出席をはじめとして、監査役が必要と判断した会議に出席できる。

b． 監査役は、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに、監査役が必
要と判断した場合、取締役及び従業員に該当書類の提示や説明を求めることができる。

c． 取締役及び使用人が異常を発見した場合は、監査役に報告する。

⑧ その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a． 代表取締役社長は、定期的に監査役と意見交換を行う。
b． 監査役は、内部監査員及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効

性確保を図る。
c． 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める時は、自らの判断で、弁護士、公認会計

士、その他の外部専門家を活用することができる。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監視を

行っております。
取締役会は、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成されております。定時取締役会は

原則毎月１回開催しており、監査役３名も出席し取締役の業務執行を監視しております。社
外取締役も選任されているため、経営戦略の策定をはじめとする会社運営上の重要事項につ
いて、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場での幅広い見識や知見を取り入
れることができ、適切な判断が行われる体制になっていると考えております。
監査役会は、監査役３名（うち社外監査役３名）で構成されております。監査役は監査役

会を原則毎月１回開催しており、その他にも監査役は取締役会への出席のほか、取締役の意
見聴取や資料の閲覧、稟議案件その他の業務及び財産状況を調査し、内部監査員との連携を
十分にとり業務監査に万全を期しております。
また、監査法人とも連携を十分にとり会計監査に万全を期しております。
監査役は、取締役会に出席し適時適切な発言を行っております。なお、当社は監査役が監

査に必要な情報を提供するとともに、監査役の社内各種会議への出席を保障しております。

７．株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の

強化、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施してい
くことを基本方針としております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 3,352,473 流 動 負 債 2,421,283
現 金 及 び 預 金 996,158 買 掛 金 484,135
売 掛 金 845,815 短 期 借 入 金 1,076,550
電 子 記 録 債 権 32,862 １年内返済予定の長期借入金 377,308
製 品 229,175 未 払 金 338,481
仕 掛 品 697,309 未 払 法 人 税 等 5,795
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 267,749 賞 与 引 当 金 12,540
そ の 他 321,692 そ の 他 126,472
貸 倒 引 当 金 △38,290

固 定 負 債 1,763,931
固 定 資 産 2,526,925 長 期 借 入 金 1,420,993
有 形 固 定 資 産 2,119,735 繰 延 税 金 負 債 157,058
建 物 及 び 構 築 物 579,731 退 職 給 付 に 係 る 負 債 56,892
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 1,213,417 そ の 他 128,987
土 地 16,601 負 債 合 計 4,185,214
建 設 仮 勘 定 302 （純 資 産 の 部）
そ の 他 309,682 株 主 資 本 1,518,353

資 本 金 327,542
無 形 固 定 資 産 239,298 資 本 剰 余 金 256,955
借 地 権 215,180 利 益 剰 余 金 970,256
そ の 他 24,117 自 己 株 式 △36,400

投資その他の資産 167,892 その他の包括利益累計額 187,784
投 資 有 価 証 券 125,516 その他有価証券評価差額金 327
差 入 保 証 金 17,238 為 替 換 算 調 整 勘 定 187,457
繰 延 税 金 資 産 16,823
そ の 他 8,315 新 株 予 約 権 200

繰 延 資 産 12,154
株 式 発 行 費 12,154 純 資 産 合 計 1,706,339
資 産 合 計 5,891,553 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,891,553

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,242,833
売 上 原 価 4,073,607

売 上 総 利 益 1,169,226
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 871,020

営 業 利 益 298,206
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,912
受 取 配 当 金 715
為 替 差 益 55,028
そ の 他 16,552 79,209

営 業 外 費 用
支 払 利 息 68,079
そ の 他 8,579 76,658
経 常 利 益 300,756

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,079 2,079

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 391
固 定 資 産 除 却 損 10,246 10,638
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 292,197
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 56,077
法 人 税 等 調 整 額 38,106 94,184
当 期 純 利 益 198,013
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 −
親会社株主に帰属する当期純利益 198,013

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 195,062 124,475 792,922 △36,400 1,076,060

当期変動額

新株の発行 132,480 132,480 − − 264,960

剰余金の配当 − − △20,680 − △20,680

親会社株主に帰属する
当期純利益 − − 198,013 − 198,013

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − − − −

当期変動額合計 132,480 132,480 177,333 − 442,293

当期末残高 327,542 256,955 970,256 △36,400 1,518,353

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 △7,007 165,959 158,952 200 1,235,213

当期変動額

新株の発行 − − − − 264,960

剰余金の配当 − − − − △20,680

親会社株主に帰属する
当期純利益 − − − − 198,013

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 7,335 21,497 28,832 − 28,832

当期変動額合計 7,335 21,497 28,832 − 471,125

当期末残高 327 187,457 187,784 200 1,706,339

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1． 連結の範囲に関する事項

子会社４社すべてを連結しております。
連結子会社の名称
三輝特殊技研（香港）有限公司
深圳市参輝精密五金有限公司
SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED
STX PRECISION（JB）SDN. BHD.

2． 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、連結決算日との差異が３ヵ月を超えない子会社については、当該会社の事業年度に係

る計算書類を使用しております。なお、決算日の翌日から連結決算日までに生じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行っております。

3． 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
製品、仕掛品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）を採用しております。

原材料、貯蔵品
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）を採用しております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

当社は、主として定率法、在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。ただし、当社
は、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ７〜50年
機械装置及び運搬具 ２〜13年

② 無形固定資産
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
借地権 50年

（3）重要な繰延資産の処理方法
株式交付費

３年間で均等償却しております。

（4）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

② 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社は、主に金属部品鋳造及び加工事業を行っており、顧客との契約から生じる収益

に関する当該事業における主な履行義務は金属部品の製造及び販売又は金属部品の加工であります。当
該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、顧客に製品を引き渡した時点であ
り、当該時点で収益を認識しております。
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③ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び
非支配株主持分に含めて計上しております。

（会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

1． 有形固定資産及び無形固定資産の評価
（1）当連結会計年度計上額

有形固定資産 2,119,735千円
無形固定資産 239,298千円
減損損失 −

（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、主として製造拠点又は事業会社を1つの資産グループとし、減損の兆候の有無を判定しており

ます。
減損の兆候は、資産グループの営業活動から生じる損益の継続的なマイナスの有無、使用範囲又は方法

の変更の有無、及び経営環境の著しい悪化又は悪化する見込みの有無等を検討することにより、減損の兆
候の有無を判定しております。

当社は、いずれの資産グループにおいても、営業活動から生じる損益の継続的なマイナスや、使用範囲
又は方法の変更の有無、及び経営環境の著しい悪化又は悪化する見込みといった状況に該当しないため、
当連結会計年度において減損の兆候はないと判定しております。

これらの減損の兆候の判定は、将来の経営環境の変化等の不確実性を伴うものであり、翌連結会計年度
において、減損の兆候があると判定され、減損損失を認識する可能性があります。

2． 繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度計上額

繰延税金資産 16,823千円
繰延税金負債 157,058千円
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（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

当社は、貸借対照表上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差異である
一時差異及び税務上の繰越欠損金等について、繰延税金資産及び負債を認識しております。繰延税金資
産及び負債は、期末日時点において制定されている、又は実質的に制定されている税率及び税法に基づ
いて、資産が実現する期又は負債が決済される期に適用されると予想される税率を用いて算定しており
ます。将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の一時差異等加減算前課
税所得の見積額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減できると認められる
範囲内で認識しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際に

は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に示された要件に基づき分類し、当該分類に応じ
て、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しております。

② 主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、当社の経営者により承認された事業計画に基づき算定しており、当社経

営者の主観的な判断及び見積りを伴います。
③ 翌年度の連結計算書類に与える影響

将来の課税所得の見積りに対する何らかの調整や将来の税法の改正は、繰延税金資産の額に重要な影
響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
1． 当座貸越契約

当社及び連結子会社２社（SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED、STX PRECISION
（JB）SDN. BHD.）は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま
す。この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりでありま
す。

当座貸越極度額の総額 812,190千円
借入実行残高 735,090

差引額 77,100
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2． 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
建物 399,439千円
借地権 215,180
計 614,619

短期借入金 107,940千円
計 107,940

3．有形固定資産の減価償却累計額 3,000,954千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1． 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 988,400株

2． 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年６月27日
定時株主総会 普通株式 20,680 25 2023年３月31日 2023年６月28日
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（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年６月25日
定時株主総会 普通株式 利益

剰余金 24,430 25 2024年３月31日 2024年６月26日

3． 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の
種類及び数

普通株式 92,000株

（金融商品に関する注記）
1． 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資等を行うために必要な資金を銀行等からの借入により調達しております。資金
運用については、原則として預金等を中心として元本が保証されるか、もしくはそれに準ずる安定的な運用
成果の得られるものを対象としております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価

証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、原則１ヵ月以内の支払期日であります。借入は、主に設備投資及び借換に必要

な資金の調達を目的としたものであります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク管理

当社グループは、営業債権については、管理本部経理課が取引先ごとの期日管理及び残高管理を毎月
行うとともに、回収遅延の恐れのある時は、各拠点と連絡を取り、速やかに適切な措置を講じておりま
す。

② 市場リスク管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク管理
当社グループは、社内の各部署からの情報に基づき、経営企画課が適時に資金計画を作成・更新する

とともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用する
ことにより、当該価額が変動することがあります。
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2． 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 996,158 996,158 −
（2）売掛金 845,815 845,815 −
（3）電子記録債権 32,862 32,862 −
（4）投資有価証券

その他有価証券 125,516 125,516 −

資産計 2,000,352 2,000,352 −

（1）買掛金 484,135 484,135 −
（2）未払金 338,481 338,481 −
（3）短期借入金 1,076,550 1,076,550 −
（4）長期借入金（1年内返済予定

の長期借入金を含む） 1,798,301 1,823,916 25,615

負債計 3,697,468 3,723,084 25,615

（注）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）売掛金、（3）電子記録債権

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。

（4）投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格によっております。

負 債
（1）買掛金、（2）未払金、（3）短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。

（4）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
これらの時価を算定しているもののうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入

を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、変動金利によるものは、短期
間で市場金利及び信用リスクを反映していることから、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
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3． 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 51,661 − − 51,661
国債・地方債等 73,855 − − 73,855
社債 − − − −
その他 − − − −

デリバティブ取引
通貨関連 − − − −
金利関連 − − − −
資産計 125,516 − − 125,516

デリバティブ取引
通貨関連 − − − −
金利関連 − − − −
負債計 − − − −
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
受取手形 − − − −
売掛金 − 845,815 − 845,815
電子記録債権 − 32,862 − 32,862
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
国債・地方債等 − − − −
社債 − − − −
その他 − − − −

資産計 − 878,677 − 878,677
買掛金 − 484,135 − 484,135
未払金 − 338,481 − 338,481
短期借入金 − 1,076,550 − 1,076,550
長期借入金 − 1,798,301 − 1,798,301
負債計 − 3,697,468 − 3,697,468

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式、国債、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

受取手形、売掛金、電子記録債権
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

買掛金、未払金、短期借入金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの

期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類してお
ります。

長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
1． 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計
金属部品鋳造及び加工事業

地域別
日本 918,677 918,677
中国 916,394 916,394
タイ 1,378,701 1,378,701
マレーシア 2,029,060 2,029,060

顧客との契約から生じる収益 5,242,833 5,242,833
その他の収益 − −
外部顧客への売上高 5,242,833 5,242,833
当社グループは、金属部品鋳造及び加工事業の単一セグメントであるため、報告セグメントごとの記載
はしておりません。
（注）売上高は拠点の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。なお、中国には香港を含

んでおります。

2． 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

当社グループは、金属部品鋳造及び加工事業において財又はサービスの提供を行っており、完成した財又は
サービスを顧客に供給することを履行義務としております。原則として財又はサービスの納入時点において支
配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりま
す。
これらの履行義務に値する対価は、履行義務を充足後おおむね１年以内に受領しており、重大な金融要素は

含んでおりません。
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3． 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

当社グループにおいては、契約資産および契約負債の残高が存在しておりません。また、過去の期間に充
足した履行義務から、当連結会計年度に記載した収益はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、残存履行義務に配分した取引価格はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,745円95銭
１株当たり当期純利益 238円08銭

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,537,634 流 動 負 債 1,312,911
現 金 及 び 預 金 534,033 買 掛 金 171,395
電 子 記 録 債 権 32,862 短 期 借 入 金 849,400
売 掛 金 267,730 １年内返済予定の長期借入金 166,860
製 品 82,066 リ ー ス 債 務 26,111
仕 掛 品 75,916 未 払 金 62,401
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 45,253 未 払 費 用 16,809
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 401,440 未 払 法 人 税 等 5,795
そ の 他 98,332 賞 与 引 当 金 12,540

そ の 他 1,597
固 定 資 産 1,496,963
有 形 固 定 資 産 374,501 固 定 負 債 911,835
建 物 72,898 長 期 借 入 金 779,893
構 築 物 174 リ ー ス 債 務 103,006
機 械 及 び 装 置 155,801 退 職 給 付 引 当 金 14,093
車 両 運 搬 具 5,001 繰 延 税 金 負 債 14,843
工 具、 器 具 及 び 備 品 13,777 負 債 合 計 2,224,746
土 地 16,601 （純 資 産 の 部）
リ ー ス 資 産 110,247 株 主 資 本 821,476

資 本 金 327,542
無 形 固 定 資 産 14,939 資 本 剰 余 金 256,955

資 本 準 備 金 256,955
投資その他の資産 1,107,522 利 益 剰 余 金 273,378
投 資 有 価 証 券 125,516 そ の 他 利 益 剰 余 金 273,378
関 係 会 社 株 式 783,116 固定資産圧縮積立金 2,197
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 326,391 繰 越 利 益 剰 余 金 271,181
差 入 保 証 金 10,920 自 己 株 式 △36,400
そ の 他 4,591
貸 倒 引 当 金 △143,014 評価・換算差額等 327

その他有価証券評価差額金 327
繰 延 資 産 12,154
株 式 交 付 費 12,154 新 株 予 約 権 200

純 資 産 合 計 822,005
資 産 合 計 3,046,752 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,046,752

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,402,327
売 上 原 価 876,234

売 上 総 利 益 526,093
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 509,092

営 業 利 益 17,000
営 業 外 収 益

受 取 利 息 26,276
受 取 配 当 金 40,715
為 替 差 益 29,005
貸 倒 引 当 金 戻 入 19,431
固 定 資 産 賃 貸 料 11,442
そ の 他 6,720 133,592

営 業 外 費 用
支 払 利 息 37,388
固 定 資 産 賃 貸 費 用 15,906
そ の 他 4,468 57,763
経 常 利 益 92,829

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,079 2,079

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 333 333
税 引 前 当 期 純 利 益 94,575
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,653
法 人 税 等 調 整 額 13,835 24,489
当 期 純 利 益 70,086

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計固定資産圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 195,062 124,475 124,475 2,747 221,225 223,972

当期変動額

新株の発行 132,480 132,480 132,480 − − −

剰余金の配当 − − − − △20,680 △20,680

固定資産圧縮積立金の取崩 − − − △549 549 −

当期純利益 − − − − 70,086 70,086
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − − − − −

当期変動額合計 132,480 132,480 132,480 △549 49,955 49,406

当期末残高 327,542 256,955 256,955 2,197 271,181 273,378

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △36,400 507,110 △7,007 △7,007 200 500,303

当期変動額

新株の発行 − 264,960 − − − 264,960

剰余金の配当 − △20,680 − − − △20,680

固定資産圧縮積立金の取崩 − − − − − −

当期純利益 − 70,086 − − − 70,086
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − 7,335 7,335 − 7,335

当期変動額合計 − 314,366 7,335 7,335 − 321,701

当期末残高 △36,400 821,476 327 327 200 822,005

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1． 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 製品及び仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用
しております。

② 原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。

2． 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

主として定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８〜40年
機械及び装置 ３〜13年

（2）無形固定資産（リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウェア ５年

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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3． 繰延資産の処理方法
株式交付費
３年間で均等償却しております。

4． 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）退職給付引当金
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を適用しております。

5． 収益及び費用の計上基準
当社は、主に金属部品鋳造及び加工事業を行っており、顧客との契約から生じる収益に関する当該事業に

おける主な履行義務は金属部品の製造及び販売又は金属部品の加工であり、当該履行義務を充足する通常の
時点(収益を認識する通常の時点)は、顧客に製品を引き渡した時点であり、当該時点で収益を認識しており
ます。
なお、製品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する製

品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

6． その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。
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（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

1．有形固定資産及び無形固定資産の評価
（1）当年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 374,501千円
無形固定資産 14,939千円
減損損失 −

（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、主として製造拠点を1つの資産グループとし、減損の兆候の有無を判定しております。
減損の兆候は、資産グループの営業活動から生じる損益が継続してマイナスかどうか、使用範囲又は方

法の変更の有無、及び経営環境の著しい悪化又は悪化する見込みの有無等を検討することにより、減損の
兆候の有無を判定しております。

当社は、いずれの資産グループにおいても、営業活動から生じる損益の継続的なマイナスや、使用範囲
又は方法の変更の有無、及び経営環境の著しい悪化又は悪化する見込みといった状況に該当しないため、
当事業年度において減損の兆候はないと判定しております。

これらの減損の兆候の判定は、将来の経営環境の変化等の不確実性を伴うものであり、翌事業年度にお
いて、減損の兆候があると判定され、減損損失を認識する可能性があります。

2．繰延税金資産の回収可能性
（1）当年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 −千円
繰延税金負債 14,843千円
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（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法

当社は、貸借対照表上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差異である
一時差異及び税務上の繰越欠損金等について、繰延税金資産及び負債を認識しております。繰延税金資
産及び負債は、期末日時点において制定されている、または実質的に制定されている税率及び税法に基
づいて、資産が実現する期または負債が決済される期に適用されると予想される税率を用いて算定して
おります。将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の一時差異等加減算
前課税所得の見積額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減できると認めら
れる範囲内で認識しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際に

は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に示された要件に基づき分類し、当該分類に応じ
て、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しております。

② 主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、当社の経営者により承認された事業計画に基づき算定しており、当社経

営者の主観的な判断及び見積りを伴います。
③ 翌年度の計算書類に与える影響

将来の課税所得の見積りに対する何らかの調整や将来の税法の改正は、繰延税金資産の額に重要な影
響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
1． 有形固定資産の減価償却累計額 1,133,095千円

2． 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY
LIMITED 988,594千円

STX PRECISION（JB）SDN. BHD. 372,186千円
3． 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 59,569千円
短期金銭債務 132,509千円

なお、区分掲記したものについては除いております。
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 483,650千円
仕入高 311,005千円

営業取引以外の取引高 77,513千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 11,200株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金であり、繰延税金負債の発生の主な原因

は、固定資産圧縮積立金、長期貸付金であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
三輝特殊技
研（香港）
有限公司

所有
直接100％

資金の貸付
製品の仕入
役員の兼任
経営指導料

経営指導料
（注２） 142,200千円 未収入金 12,600千円

製品の仕入 15,088千円 買掛金 125,221千円

子会社

SANKI
EASTERN
（THAILAND）
COMPANY
LIMITED

所有
直接65％
間接５％

資金の貸付
固定資産の
リース
債務保証
製品の仕入
役員の兼任
経営指導料
製品の販売

経営指導料
（注２） 83,629千円 未収入金 21,216千円

製品の販売
（注３） 168,595千円 売掛金 26,375千円

資金の貸付
（注４） 78,600千円 短期貸付金 401,440千円

長期貸付金
（注３） 326,391千円

利息の受取
（注４） 23,133千円 未収入金 7,432千円

リース料の
受取 11,442千円 −

債務保証
（注６） 988,594千円 −

製品の仕入 295,197千円 買掛金 7,288千円
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種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
STX
PRECISION
（JB）SDN.
BHD.

所有
直接100％

資金の貸付
債務保証
役員の兼任

資金の回収 186,274千円 −

利息の受取
（注４） 2,937千円 −

債務保証
（注６） 372,186千円 −

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。
２. 経営指導料については、経営規模、業績動向を総合的に勘案し、合理的に決定しております。
３. 市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、取引価格を決定しています。
４. 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりませ

ん。
５. SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITEDに対する貸付金については、143,014千円

の貸倒引当金を計上しております。
６. SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED及びSTX PRECISION（JB）SDN. BHD.の

金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 840円98銭
１株当たり当期純利益 84円27銭

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表（収益認識に関する注記）に

同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月20日

株 式 会 社 S T G
取 締 役 会 御 中

EY 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 栗 原 裕 幸

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 中 尾 志 都

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社STGの2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年

度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社STG

及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計

算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月20日

株 式 会 社 S T G
取 締 役 会 御 中

EY 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 栗 原 裕 幸

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 中 尾 志 都

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社STGの2023年４月１日から2024年３月31日までの第42

期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し

て意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類

等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、

我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第42期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が

作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等

及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）、計算書類及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月21日
株式会社STG 監査役会
常勤監査役（社外監査役）髙橋 彰 ㊞
監査役（社外監査役） 大貫 篤志 ㊞
監査役（社外監査役） 髙安 錬太郎 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の
強化、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施してい
くことを基本方針としております。
当期の業績及び将来の発展のための再投資に必要な内部留保の蓄積などを総合的に勘案

し、当期の期末配当金につきましては以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円
総額 24,430,000円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月26日
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の

選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

１

再任

取締役
佐藤 輝明

（さとう てるあき）

1966年10月24日

1989年４月 株式会社日通商事入社
1994年４月 有限会社三輝ブラスト（現当社）入社
1999年６月 株式会社三輝ブラスト（現当社）取締役 就任
2006年５月 三輝特殊技研（香港）有限公司設立 同社董事

長（現任）
2007年４月 当社取締役専務
2009年４月 当社代表取締役社長（現任）
2011年９月 SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY

LIMITED設立
同社代表取締役（現任）

2021年４月 STX PRECISION（JB）SDN.BHD. 取締役就
任（現任）

＜重要な兼職の状況＞
・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事長
・SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED
代表取締役

・STX PRECISION（JB）SDN.BHD. 取締役

204,000株

２

再任

取締役
森田 泰成

（もりた やすなり）

1971年３月27日

1993年４月 株式会社TOSEI※入社
2007年10月 株式会社TOSEI取締役
2009年３月 株式会社TOSEI専務取締役
2011年９月 SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY

LIMITED 取締役（現任）
2015年４月 当社専務取締役
2022年４月 当社専務取締役製造本部長
2024年４月 当社専務取締役（現任）

※株式会社TOSEIは2015年４月１日付で当社に吸収合併

＜重要な兼職の状況＞
・SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED
取締役

24,000株
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候補者
番号

氏名
生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

３

再任

取締役
林 忠德

（りん ちゅうとく）

1972年７月８日

1997年４月 当社入社
2006年６月 三輝特殊技研（香港）有限公司

工場長
2008年４月 三輝特殊技研（香港）有限公司

総経理
2011年９月 SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY

LIMITED 取締役（現任）
2011年12月 深圳市参輝精密五金有限公司

代表人（現任）
2015年４月 当社常務取締役
2016年２月 三輝特殊技研（香港）有限公司

董事（現任）
2023年６月 当社専務取締役（現任）

＜重要な兼職の状況＞
・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事
・深圳市参輝精密五金有限公司 代表人
・SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED
取締役

4,500株

４

再任

取締役
白井 芳弘

（しらい よしひろ）

1965年９月18日

1989年４月 株式会社紀陽銀行 入行
2007年１月 同行経営企画部部長代理
2012年４月 同行熊取支店長
2013年７月 同行羽倉埼−日根野連合店統括支店長
2014年10月 同行東京支店副支店長
2015年４月 阪和信用保証株式会社へ出向
2017年４月 当社へ出向 管理本部長
2018年４月 当社へ転籍 管理本部長
2018年６月 当社常務取締役管理本部長（現任）
2021年４月 STX PRECISION（JB）SDN.BHD. 取締役就

任（現任）

＜重要な兼職の状況＞
・STX PRECISION（JB）SDN.BHD. 取締役

−
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候補者
番号

氏名
生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

５

再任

社外取締役
佐々木 智一

（ささき ともかず）

1972年１月24日

1994年４月 長瀬産業株式会社入社
2000年４月 佐々木化学薬品株式会社入社
2006年10月 同社代表取締役（現任）
2015年６月 当社取締役（現任）
2021年７月 一般社団法人京都試作ネット

代表理事（現任）

＜重要な兼職の状況＞
・佐々木化学薬品株式会社 代表取締役
・一般社団法人京都試作ネット 代表理事

−

６

再任

社外取締役
鈴木 昭彦

（すずき あきひこ）

1959年７月４日

1982年４月 加賀電子株式会社入社
1988年４月 同社関西営業所所長
1993年２月 株式会社ネクストン設立

代表取締役（現任）
2000年10月 株式会社フォルテック設立

代表取締役（現任）
2003年６月 一般社団法人コンピューターソフトウェア

倫理機構 理事長（現任）
2018年１月 株式会社五健堂 社外監査役（現任）
2021年８月 株式会社ネクストン分社により

株式会社エスコーポレーション設立
代表取締役（現任）

2022年６月 当社取締役（現任）

＜重要な兼職の状況＞
・株式会社ネクストン 代表取締役
・株式会社フォルテック 代表取締役
・一般社団法人コンピューターソフトウェア倫理機構 理事長
・株式会社五健堂 社外監査役
・株式会社エスコーポレーション 代表取締役

−
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（注）１．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
２．上記取締役候補者の有する当社株式数は、2024年３月31日現在のものであります。
３．取締役候補者のうち佐々木智一氏及び鈴木昭彦氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独

立役員として届け出ております。
４．社外取締役候補者の選任理由、期待される役割の概要及び取締役（業務執行取締役等である者を除

く。）との責任限定契約について
（1）社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

佐々木智一氏及び鈴木昭彦氏を社外取締役候補者とした理由は、経済人として豊富な経営経験と高
い見識を有し、また当社から独立した立場で当社経営の助言をいただくことが期待できることか
ら、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

（2）社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
佐々木智一氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって９年であります。ま
た、鈴木昭彦氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年であります。

（3）取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との責任限定契約について
当社は現在、佐々木智一氏及び鈴木昭彦氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、その
職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、法令が規定する額を限度として損
害賠償責任を負担するものとする旨の責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された
場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

（4）当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者
となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は「４.会社役員に関する事項（3）役員等賠償責
任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定
しております。

以 上
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済生会中津病院

うめきた広場

タワー
A

北館

南館

タワー
B

タワー
C

グランフロント大阪

N

阪急百貨店

阪神百貨店

大阪駅前第１ビル

JR北新地駅

ホテル
グランヴィア

ハービス大阪

グランフロント大阪
カンファレンスルーム
タワーC8階RoomC02

株主総会会場ご案内図

会場：大阪府大阪市北区大深町三丁目１番 グランフロント大阪
北館 カンファレンスルームタワーＣ ８階 RoomC02

交通：ＪＲ「大阪駅」より徒歩5分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩約5分
阪急電鉄「大阪梅田駅」より徒歩約5分
阪神電鉄「大阪梅田駅」より徒歩約5分

●駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください
ますようお願い申し上げます。
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